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南丹市職員南丹市職員

を公表します給与
　市職員に支給される給与は、国家公務員の給与など
を参考にしながら、市議会の審議を経て条例や規則によ
って定められます。
　市民の皆さんに、職員の給与などについて理解を深
めていただくため、市職員の給与などの実態について平
成23年４月１日現在の主な内容を公表します。

（1） 人件費の状況（平成22年度普通会計決算見込）
住民基本台帳人口
（平成23年3月31日現在） 歳出額（A） 実質収支 人件費（B）人件費率（B／A）

34,122人 22,358,971
千円

417,755
千円

3,039,774
千円 13.6％

※人件費には、特別職（常勤及び非常勤）・議員に支給される給料・報酬
などを含みます。（事業費支弁人件費を含みます）
　普通会計とは、地方財政分析上統一的に用いられる会計区分で、一
般会計、市営バス運行事業特別会計などの合計です。

（2） 職員給与費の状況（平成23年度普通会計当初予算）

職員数
（A）

1人当たり
の給与額
（B／A）

386人 2,130,978
千円

502,984
千円

211,188
千円

1,416,806
千円

5,521
千円

　平成23年度の普通会計当初予算に計上された一般職員の給与費の
状況は次のとおりです。

※職員手当には退職手当を含みません。

給　与　費

給　料 計（B）職員手当 期末・勤勉
手当

区　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

※「平均給料月額」とは、平成23年４月１日現在における基本給の平均
です。
　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、通勤手
当、住居手当など諸手当の額を合計したものです。

（3） 職員の平均年齢、平均給料月額および
　　 平均給与月額の状況

一般行政職 43歳5カ月 312,071円 391,272円

技能労務職 54歳0カ月 297,588円 332,792円

（4） 一般行政職職員の初任給の状況
　学校卒業後、ただちに採用された職員の初任給と、その後引き続き２
年間勤務したときの給料月額は、次のとおりです。

区　分

大学卒

高校卒

南丹市 国

初任給 2年目経過日

172,200円 184,200円

140,100円 148,500円 140,100円 148,500円

172,200円 184,200円

初任給 2年目経過日

（5） 級別職員の状況
　職員数は、市の給与条例に基づく給料表の級区分によるものです。標
準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。

区　分
1　級
2　級
3　級
4　級
5　級
6　級
7　級
計

標準的な職務内容
主事補、主事、一般技能職
主事、一般技能職
主査、主任、係長
課長補佐
課長
次長
部長

職員数 構成比
21人
75人
173人
92人
49人
１人
12人
423人

5.0％
17.7％
40.9％
21.8％
11.6％
0.2％
2.8％

100.0％

（6）  職員手当の状況
区分 南丹市 国

6月期

12月期

計

期末手当区 分 勤勉手当 合 計

1.225月分
（1.025月分）

0.675月分
（0.875月分）

1.950月分
（1.950月分）

1.375月分
（1.175月分）

0.675月分
（0.875月分）

2.000月分
（2.000月分）

2.600月分
（2.250月分）

1.350月分
（1.700月分）

3.950月分
（3.950月分）

期
末
・
勤
勉
手
当

通
勤
手
当

管
理
職
手
当

住
居
手
当

扶
養
手
当

●配偶者　13,000円
●扶養家族１人につき　6,500円
　配偶者がいない場合１人のみ　11,000円
●満16歳～満22歳までの子１人につき　5,000円加算

●借家の場合
　　月額12,000円を超える家賃支払い者に対し、
　家賃月額により、月額27,000円を限度に支給

●交通機関利用者は、55,000円を限度に全額を支給
●交通用具利用者は、通勤距離に応じ支給

●部長級　給料月額の13.0％
●次長級　給料月額の 11.0％
●課長級　給料月額の 9.0％

南丹市
と同じ

南丹市
と同じ

南丹市
と同じ

南丹市
と同じ

定額制

職制上の段階、職務の級などによる加算措置あり
※（　　）内は、管理職員の支給月数です。

2㎞以上5㎞未満 月額2,000円
10㎞以上15㎞未満 月額6,500円
20㎞以上25㎞未満 月額11,300円
30㎞以上35㎞未満 月額16,100円
40㎞以上45㎞未満 月額20,900円
50㎞以上55㎞未満 月額22,700円
60㎞以上 月額24,500円

5㎞以上10㎞未満 月額4,100円
15㎞以上20㎞未満 月額8,900円
25㎞以上30㎞未満 月額13,700円
35㎞以上40㎞未満 月額18,500円
45㎞以上50㎞未満 月額21,800円
55㎞以上60㎞未満 月額23,600円（9） 定員適正化計画の数値目標および進捗状況

1.定員適正化目標（数・率）

（8） 職員数の状況
1.部門別職員数の状況 

２.年齢別職員構成の状況

2.各年4月1日現在における定員の数値目標

区　分
職　員　数

対前年
増減数平成22年度

（平成22年４月１日現在）
平成23年度

（平成23年４月１日現在）
部　門

一
般
行
政
部
門

議　　会
総　　務
税　　務
民　　生
衛　　生
農林水産
商　　工
土　　木
小　　計
教　　育
消　　防
小　　計
上 水 道
簡水・下水
そ の 他
小　　計

20歳未満

20歳～23歳

24歳～27歳

28歳～31歳

32歳～35歳

36歳～39歳

40歳～43歳

44歳～47歳

48歳～51歳

52歳～55歳

56歳～59歳

合　計

0.2

2.8

2.6

4.3

12.3

19.2

11.4

10.6

16.5

11.6

8.5

100.0

0

７

5

9

23

36

23

19

28

20

13

183

1

5

6

9

29

45

25

26

42

29

23

240

1

12

11

18

52

81

48

45

70

49

36

423

５
93
22
108
24
30
８
42

61
－

７
14
20

434［472］

５
91
22
105
26
31
８
39

59
－

７
14
16

423［436］

△　２

△　３
２
１

△　３

△　２

△　４

△　11

332 327 △　５

△　４

61 59 △　２

41 37

特別
行政
部門

公営
企業等
会計
部門

数値目標

　南丹市では、平成19年４月に策定した「南丹市職員定員適正化計画」
に基づき、職員数の適正化に取り組んでいます。
　合併市である南丹市の職員数は、人口や産業構造が類似した他の自
治体と比べても大きく上回っている現状ですが、厳しい行財政環境を踏
まえ、事務事業の効率化、民間委託の推進などに積極的に取り組み、よ
りスリムな組織の確立を目指しています。

（7） 特別職の報酬などの状況

区　　分 報酬等月額 期末手当支給割合

　行財政改革の一環として、理事者の給料月額の自主カットを行ってき
ましたが、特別職報酬等審議会の答申を受け、平成23年４月１日から、
理事者の給料月額を改定しています。
　議員報酬については、改定はなく、10％の報酬カットを継続しています。

※（　　　）内は、条例で定める額です。

750,000円

660,000円

590,000円

423,000円（470,000円）

373,500円（415,000円）

351,000円（390,000円）

351,000円（390,000円）

342,000円（380,000円）

市 長

副 市 長

教 育 長

議 長

副 議 長

常任委員長

議会運営委員長

議 員

 6月期　1.40月分

12月期　1.55月分

計　 2.95月分

（加算措置あり）

平成19年

465人

平成20年

459人

平成21年

454人

平成22年

447人

平成23年

435人

平成24年

427人 ※退職手当については、京都府市町村職員退職手当組合に加入してお
り、同組合の規定による支給率です。

区　分 算定方式 支給時期退
職
手
当

市 長

副市長

教育長

給料月額×任期１年につき５３０/１００

給料月額×任期１年につき３１５/１００

給料月額×任期１年につき２７０/１００

任期毎に支給

任期毎に支給

任期毎に支給

始　期 終　期

計画期間

合　計

平成19年4月1日 平成24年4月1日
　平成19年4月に465人であった職員
総数を、平成23年度末までに「8.2％」
にあたる「38人」を削減することとして
います。

区　分 全職種
355,000円特殊勤務手当予算額

特
殊
勤
務
手
当

2.4％職員全体に占める手当
支給対象職員の割合

0.01％

２種類

給料総額に対する比率

手当の種類（手当数）

代表的な手当の名称

※平成23年度の普通会計当初予算に計上された特殊勤務手当の状況です。

伝染病防疫等作業手当・汚物処理作業手当

・定年前早期退職特例措置あり（２％～30%加算）
※退職手当については、京都府市町村職員退職手当組合に加
入しており、同組合の規定による支給率です。

自己都合

勤続25年

勤続20年

勤続35年

最高限度額

勧奨退職・定年退職

23.500月分 30.550月分

33.500月分 41.340月分

47.500月分 59.280月分

59.280月分 59.280月分

退
職
手
当

※職員数は、一般職に属する全職員数です。［　　　］内は、条例定数の
　合計です。

男 女
職員数（人）区　　分 構成比（％）

（参考）ラスパイレス指数の状況

※ラスパイレス指数とは、国家公務員の平均給与額を100.0として算定
した時の地方公務員の平均給与額の指数です。

■府内市平均　　　97.2
　（京都市除く）

■府内市町村平均　95.8
　（京都市除く）

■全国市平均　　　98.8

90.0

99.3
100.0100.0




